
Ｏ

（ ）

県内どこでも

（ ）

（ ）

学校教育のみ可 学校教育以外も可（放課後子ども教室や公民館活動等の地域における教育活動）

○

○

オンラインでの教育支援 対応可 対応不可

企業名 愛媛県中予保健所　生活衛生課

郵便番号 790-8502 住　所 松山市北持田町132

電　話
（連絡先）

089-909-8758 ＦＡＸ 089-909-8392

代表者
職・氏名

生活衛生課長　木村　俊也
主な

業務内容
食品衛生関係監視指導

担当者
職・氏名

食品監視グループ　担当係長　高島　恵
連絡先
e-mail

chu-skt-eisei@pref.ehime.lg.jp

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
ＵＲＬ

https://www.pref.ehime.jp/chu52129/matsuyama_hc/index.html

企業
業種区分

   ←該当するＡ～Pまでをご記入ください。
　 A 農業,林業,漁業　B 鉱業　C 建設業　D 製造業　E 電気,ガス,熱供給,水道業　F 情報通信業
    G 運輸業,郵便業　H 卸売業,小売業　I 金融業,保険業　J 医療,福祉　K 教育,学習支援業
    L 不動産業,物品賃貸業　M 宿泊業,飲食店　N サービス業　O 公務   P その他の産業

教育支援の条件等 （○で囲み、その他には具体的にご記入ください)

可能日 いつでも 具体的条件 要相談

可能地域 当社所在地の市町内 当社所在地の管内（東中南予）

交通費 必要なし 実費 その他

材料費 必要なし 実費 その他

支援対象

その他

可能な教育支援内容
具体的な支援内容（対象、時期）

取組種別 　↓可能な取組に○印を

取組１ 出前授業　等
出前授業にて学校での食中毒防止対策を指導
（主な対象は高等学校、小・中学校も可）

取組２ 会社見学　等

　　会社よりの
　　コメント

食中毒の防止について講義などを行うことができます。
教育支援の可能地域は松山市を除きます。

取組３ 資料提供 食中毒防止対策等に関するリーフレット

取組４ その他
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